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株　主　各　位
東 京 都 中 央 区 日 本 橋 小 伝 馬 町 ４ 番 ９ 号
株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

代表取締役社長 並 木 昭 憲
第９回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第９回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申しあ
げます。
　なお、当日のご出席に代えて、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示の上ご返送い
ただくか、議決権行使書用紙に記載の当社議決権行使サイトにアクセスし電磁的方法（インターネッ
ト等）によりご行使いただくか、いずれかの方法により議決権を行使することができますので、お手
数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2021年５月25日（火曜日）午後５時までに議決
権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 2021年５月26日（水曜日）午前10時

２．場 所 東京都中央区日本橋小伝馬町４－９
小伝馬町新日本橋ビルディング ３階
当社本社　３階会議室
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第９期（2020年３月１日から2021年２月28日まで）事業報告、連結計算書

類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第９期（2020年３月１日から2021年２月28日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
第２号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

以　上

　新型コロナウイルスの感染拡大が懸念されています。感染拡大防止のため、事前に書面（郵送）又
はインターネットにより議決権をご行使いただき、当日のご来場を見合わせていただくことも含めご
検討くださいますようお願い申しあげます。なお、当日放映の「報告事項の説明動画」を、後日当社
IRサイトで開示予定です。
　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお
願い申しあげます。
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　当社では株主総会にご出席の株主様へのお土産は用意しておりません。予めご了承のほどお願い申
しあげます。
　その他、株主総会会場において、感染予防のための措置を講じる場合がございますので、ご協力く
ださいますようお願い申しあげます。
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議決権行使等についてのご案内
議決権は、以下の３つの方法によりご行使いただくことができます。
株主総会にご出席される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。（ご捺印は不要です。）

日 時 2021年５月26日（水曜日）午前10時（受付開始：午前９時）
場 所 当社本社　３階会議室

（小伝馬町新日本橋ビルディング ３階）
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

書面（郵送）で議決権を行使される場合
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限 2021年５月25日（火曜日）午後５時到着分まで

インターネットで議決権を行使される場合
パソコン、スマートフォン又は携帯電話から議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）に
アクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご入力
いただき、画面の案内にしたがって賛否をご入力ください。

行使期限 2021年５月25日（火曜日）午後５時まで
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議決権行使にあたってのご注意
　①　インターネットにより議決権を複数回行使された場合には、最後に行われたものを有効な議決権の行使と

してお取り扱いいたします。
　②　インターネットと書面（議決権行使書）の両方で議決権を行使された場合には、インターネットによる議

決権の行使を有効な議決権の行使としてお取り扱いいたします。
　③　各議案に対し賛否の表示がされていない場合には、「賛」の表示があったものとしてお取り扱いいたしま

す。
　④　代理人様により議決権を行使される場合には、代理人様は、定款の定めにより、議決権を有する他の株主

の方１名様に委任する場合に限られており、次に定める代理権を証明する書面のご提出が必要となります。
＜個人の株主様＞
(1)　代理人本人の議決権行使書用紙
(2)　代理権を証する書面（委任をする株主本人の署名又は記名押印のある委任状）
(3)　当該代理人に委任をする株主の議決権行使書用紙、もしくは、委任状に押印された印鑑の印鑑登録

証明書、又は、パスポート、運転免許証、健康保険証その他委任をする株主本人を確認するための公的
書類の写し

＜法人の株主様＞
(1)　代理権を証する書面（法人代表者の署名又は記名押印のある、委任状又は職務代行通知書）
(2)　当該代理人に委任をする株主の議決権行使書用紙又は委任状・職務代行通知書に押印された代表印

の印鑑登録証明書

法令及び定款に基づくインターネット開示事項
　本招集ご通知において提供すべき書類のうち、次に掲げる事項については、法令及び定款第15条の規定に基づ
き、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　https://ir.msandc.co.jp/stock/meeting/）に掲示し
ておりますので、本招集ご通知には記載しておりません。
　①　事業報告の財産及び損益の状況、主要な事業内容、主要な営業所、従業員の状況、主要な借入先の状況、

新株予約権等の状況、会計監査人の状況、業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
　②　連結計算書類の連結持分変動計算書、連結注記表
　③　計算書類の株主資本等変動計算書、個別注記表
　④　監査報告の連結計算書類に係る会計監査報告
　なお、これらの事項は、監査等委員会が監査報告を、会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査した
事業報告、連結計算書類及び計算書類に含まれております。
　株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインタ
ーネット上の当社ウェブサイト（アドレス　https://ir.msandc.co.jp/stock/meeting/）に掲載させていただ
きます。
　決議結果につきましては、書面による決議通知のご送付に代えて、本総会終了後、インターネット上の当社ウ
ェブサイト（アドレス　https://ir.msandc.co.jp/stock/meeting/）に掲載させていただきます。
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インターネットによる議決権行使について

行使期限 2021年５月25日（火曜日）午後５時まで

当社の指定する議決権行使サイト https://evote.tr.mufg.jp/

議決権行使サイトにアクセスして ｢次の画面へ｣
ボタンをクリックして下さい。

❶ 議決権行使サイトへアクセス

クリック

同封の議決権行使書用紙に表示された ｢ログイ
ンID｣ と ｢仮パスワード｣ をご入力いただき、
｢ログイン｣ をクリックして下さい。

❷ ログインする

❶入力

❷クリック

以降は画面の入力案内に従って賛否をご入力ください。
※ 午前２時から午前５時までは、議決権行使サイトの保守・点検のため接続いただくことができません。
※ 書面（郵送）とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容

を有効として取扱わせていただきます。
※ インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきま

す。
※ インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使サイトが利用できない場合

があります。
※ 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料、通信費等は株主さまのご負担となります。

システム等に関する
お問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部（ヘルプデスク）
フリーダイヤル 0120-173-027（９：00～21：00、通話料無料）

機関投資家の皆さまへ
株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当該プラットフォームをご利
用いただけます。
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株主総会参考書類

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
　取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（４名）は、本総会終結の時をもって任期満了と
なります。つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名の選任をお願いするもの
であります。
　取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

ふ り が な
氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重  要  な  兼  職  の  状  況）

所有する当社
の 株 式 数

１

なみ    き    あき    のり

並 木 昭 憲
(1963年７月18日生)

再 任

1986年４月 株式会社日本エル・シー・エー（現株式会社
エル・シー・エーホールディングス）入社

132,000株

1998年５月 同社CIS事業部長
1999年８月 同社取締役CIS事業部長
2004年５月 同社常務取締役外食業界担当役員
2005年６月 同社専務取締役外食業界担当役員兼

人事担当役員
2007年８月 同社専務取締役兼CLO
2008年５月 当社代表取締役社長（現任）

２

つじ    　    ひで    とし

辻 　 秀 敏
(1969年８月16日生)

再 任

1993年４月 株式会社日本エル・シー・エー（現株式会社
エル・シー・エーホールディングス）入社

67,300株

2003年５月 同社住宅建設不動産業界支援事業本部
事業部長

2003年12月 同社外食業界支援事業本部事業部長
2004年５月 同社執行役員外食業界支援事業本部長
2007年８月 同社取締役外食業界担当役員
2008年５月 当社取締役
2008年７月 当社常務取締役
2013年７月 当社専務取締役リレーション事業本部長

（現任）
2016年１月 MS&Consulting (Thailand) Co., Ltd.

取締役（現任）
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候補者
番　号

ふ り が な
氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重  要  な  兼  職  の  状  況）

所有する当社
の 株 式 数

３

し ぶ    や     ゆ き   ひ で

渋 谷 行 秀
(1973年12月21日生)

再 任

1996年４月 株式会社日本エル・シー・エー(現株式会社エ
ル・シー・エーホールディングス)入社

67,300株

2001年５月 同社システム開発事業部副事業部長
2004年５月 同社執行役員外食業界支援事業本部事業部長
2008年５月 当社取締役
2009年３月 当社常務執行役員
2016年１月 MS&Consulting (Thailand) Co., Ltd.

取締役（現任）
2016年４月 当社常務執行役員テクノロジーイノベーショ

ン事業本部長
2017年６月 当社常務取締役テクノロジーイノベーション

事業本部長
2018年１月 台灣密思服務顧問有限公司取締役（現任）
2018年４月 当社常務取締役TRI本部長（現任）

４

ひ      の     て る   ひ さ

日 野 輝 久
(1972年７月26日生)

再 任

1997年４月 株式会社日本エル・シー・エー(現株式会社エ
ル・シー・エーホールディングス)入社

80,000株

2005年５月 同社外食業界支援事業本部開発生産事業部長
2008年５月 当社執行役員
2008年７月 当社取締役
2009年３月 当社執行役員
2012年４月 当社執行役員経営管理部長
2016年４月 当社執行役員経営管理本部長
2017年６月 当社取締役経営管理本部長（現任）

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
　　　２．当社は保険会社との間で会社法第430条の３第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結してお

り、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の19ページに記載のとおりです。各候補者が取締役に選
任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時にお
いても同内容での更新を予定しております。
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■監査等委員会の意見
監査等委員である取締役以外の取締役の選任についての監査等委員会の意見の概要は以下のとおりであります。
「当委員会は、取締役の選任についての方針・決定プロセスや取締役候補者の適格性並びに業務執行状況等に
ついて代表取締役と意見交換を行ったうえで、取締役の選任について検討いたしました。その結果、取締役会
の実効性評価に関する結果、取締役会の構成（社外取締役の構成比、多様性等）、各候補者の専門知識、経験
や業績等を踏まえ、本議案で提案されている者を候補者とすることは適切であるとの結論に至りました。」

第２号議案　資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
　当社に現在生じております利益剰余金の欠損を補填し、財務体質の健全化の確保を図るとともに早
期復配体制の実現を目指すこと、今後の機動的な資本政策に備えるとともに財務戦略上の柔軟性を確
保し企業価値の向上を図ることを目的として本議案を提案いたします。
　具体的には、会社法第447条第１項及び会社法第448条第１項の規定に基づき、資本金及び資本準
備金の額を減少し、これらをその他資本剰余金に振り替えるとともに、会社法第452条の規定に基づ
き、増加後のその他資本剰余金の一部を繰越利益剰余金に振り替えるものであります。
　なお、本議案は、払い戻しを行わない無償減資であり、発行済株式総数を変更することなく、資本
金及び資本準備金の額を減少するものであるため、株主の皆様が所有する株式数に影響をあたえるも
のではございません。また、今回の資本金及び資本準備金の額の減少によって当社の純資産額及び発
行済株式総数にも変更はございませんので、１株当たりの純資産額に変更を生じるものではございま
せん。

１．資本金の額の減少の内容
(1) 減少する資本金の額

　当社の2021年４月21日現在の資本金の額621,037,860円のうち、576,037,860円を減少し
て、45,000,000円といたします。

(2) 資本金の額の減少の日程（予定）
　債権者異議申述公告　　　2021年６月３日
　債権者異議申述最終期日　2021年７月５日
　効力発生日　　　　　　　2021年７月10日
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２．資本準備金の額の減少の内容
(1) 減少する資本準備金の額

　当社の2021年４月21日現在の資本準備金の額1,224,472,000円のうち、1,179,472,000円
を減少して、45,000,000円といたします。
(2) 資本準備金の額の減少の日程（予定）

　債権者異議申述公告　　　2021年６月３日
　債権者異議申述最終期日　2021年７月５日
　効力発生日　　　　　　　2021年７月10日

３．剰余金の処分の内容
　会社法第452条の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、資本金
及び資本準備金より振り替えたその他資本剰余金の金額の一部121,327,018円を減少させて繰越
利益剰余金に振り替えることにより、欠損の補填に充当いたします。
(1) 減少する剰余金の項目及びその額

　その他資本剰余金　121,327,018円
(2) 増加する剰余金の項目及びその額

　繰越利益剰余金　　121,327,018円

以上
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（提供書面）

事　業　報　告

( 2020年３月１日から
2021年２月28日まで )

１．企業集団の現況
(1) 当連結会計年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
　　当連結会計年度におけるわが国経済は、2019年10月に実施された消費増税による景気減退

に加え、新型コロナウィルス感染症の拡大と、それに伴う自粛要請及び２度の緊急事態宣言の
発令等によって国内総生産が更に急減、停滞し、世界恐慌以来ともいわれる経済危機に陥って
おります。消費への悪影響も甚だしく、当社の主要顧客である外食・小売などのサービス産業
を取り巻く環境は、かつてない厳しさとなっております。

　　このような環境下、基幹サービスである顧客満足度覆面調査「ミステリーショッピングリサ
ーチ（以下、ＭＳＲという。）」をはじめとしたミステリーショッピングリサーチ事業の国内
における売上収益は、前連結会計年度（注１）と比較し、49.6％減となりました。主な内訳と
して、ＭＳＲは国内の調査数で40.9％減、国内の売上収益で50.4％減、ＭＳＲの活用を総合的
にサポートするためのコンサルティング・研修（以下、コンサルという。）は、国内の売上収
益で45.0％減となっております。当連結会計年度を通じ、新型コロナウィルス感染症が沈静化
することなく、既存顧客の業績悪化や先行きへの警戒感からＭＳＲやコンサルの延期又は中止
が終始発生し、再開目途も立てられないことで、大変厳しい業況となりました。

　　また、2021年１月７日に再発令された緊急事態宣言及びその延期が響き、2021年１月13
日に修正開示しました当連結会計年度の業績予想（注２）に対しては、売上収益で78百万円
（達成率94.3％）、営業利益で27百万円の未達となりました。

　　しかしながら、当第４四半期連結会計期間は、当第３四半期連結会計期間と比較し、売上収
益で57.9％増、営業利益で218百万円増と大幅に収益改善が進み、当連結会計年度では初めて
各段階利益が黒字となりました。中でも、国内調査数が3.1％減に止まったＭＳＲの売上収益
は22.3％増、コンサルの売上収益は675.8％増となっております。
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　　これは、オンライン接客を加速化させる各種業界に向けて展開を図る調査と送客を両立した
ＭＳＲが伸長、かつその単価及び粗利が改善したことに加え、IT導入補助金対象認定を受けた
ＳＶナビやtenpoket チームアンケートの導入とそれに伴う支援コンサルが増加するなど、当
第３四半期連結会計期間に注力した取り組みが奏功したことによるものです。加えて、当第３
四半期連結会計期間に軟調となった受注も、当第４四半期連結会計期間は回復し、当連結会計
年度で最も高い受注高となっております。

　　生産面では、当連結会計年度におけるＭＳＲの国内調査数は、前連結会計年度と比較し、
40.9％減まで回復しており、安定的な稼働に近づきつつあります。今後も月毎の繁閑差は生じ
るものと予想されますが、必要に応じ、雇用調整助成金を有効に活用することで、稼働を戻し
つつ収益の最大化を図ってまいりたいと考えております。

　　管理面では、主に旅費交通費、広告宣伝費、貸倒引当金などが減少したことから、前連結会
計年度と比較し、販売費及び一般管理費は8.2％減となりました。

　　この結果、当連結会計年度の業績は、売上収益1,308,410千円(前期比1,219,942千円減)、
営業損失304,995千円(前年は320,802千円の営業利益)、税引前損失307,643千円(前年は
319,445千円の税引前利益)、親会社の所有者に帰属する当期損失244,554千円(前年は
223,182千円の親会社の所有者に帰属する当期利益)となりました。

　　なお、当社グループはミステリーショッピングリサーチ事業の単一セグメントであるため、
セグメント別の記載を省略しております。

（注１）決算期変更の経過期間となった前連結会計年度（2020年2月期）は、2019年４月１日
～2020年２月29日までの11カ月間となっております。

（注２）2021年１月13日開示の「2021年2月期の連結業績予想及び配当予想の修正ならびに役
員報酬の減額に関するお知らせ」をご参照ください。

②　設備投資の状況
　当連結会計年度中に実施した設備投資の総額は47,195千円であり、有形固定資産の取得が
1,121千円、無形固定資産の取得が46,075千円であります。その主なものは、人員増に伴う什
器備品及び貸与パソコン、社内利用ソフトウエアの購入等であります。
　なお、当連結会計年度における重要な設備の除却、売却等はありません。
　また、当社グループの事業は、ミステリーショッピングリサーチ事業の単一セグメントであ
るため、セグメント別の記載を省略しております。
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③　資金調達の状況
　当社は、2020年７月30日付にて、運転資金として、株式会社三井住友銀行より500,000千
円の借入を行いました。加えて、効率的で安定した運転資金の調達を行うため、主要取引金融
機関と総額500,000千円のコミットメントライン契約を締結しております。当該契約に基づ
く当連結会計年度末の借入実行残高はありません。
　また、第１回新株予約権の行使により25,000千円の資金調達を行いました。

④　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
　特に記載すべき事項はございません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況
　特に記載すべき事項はございません。

⑥　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　特に記載すべき事項はございません。

⑦　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
　特に記載すべき事項はございません。
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(2) 重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況
　　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

MS&Consulting(Thai
l a n d )C o . , L t d . (注 ） 200万バーツ 49％ ミステリーショッピングリサーチ事業
台 灣 密 思 服 務 顧 問
有 限 公 司 450万台湾ドル 100％ ミステリーショッピングリサーチ事業

 
（注）持分比率は100分の50以下でありますが、人的及び資本的に支配しているため、子会社としたものであり

ます。

(3) 対処すべき課題
　当社グループは、様々な業種への拡大と浸透、従来よりも難度の高い調査への対応力強化によ
って、基幹サービスである一般消費者(モニター)による顧客満足度覆面調査「ミステリーショッ
ピングリサーチ(以下、ＭＳＲ)」の着実な成長を目指しております。
　また、新型コロナウィルス感染症の感染拡大によって労働環境に大きな変化が生じております
が、テレワーク（在宅勤務）の推進により従業員のモチベーション管理に気を揉む顧客企業や業
種により人手不足問題を依然抱え続ける顧客企業も数多く存在します。そのような顧客企業の問
題解決に資するべく、今後も引き続き従業員満足度調査「tenpoket チームアンケート（以下、
チームアンケート）」を第２のサービスの柱として成長させてまいります。
　それらの取組みにより、顧客企業におけるサービスプロフィットチェーン（以下、ＳＰＣ）経
営の実現を支援するとともに、当社グループが掲げる経営理念「精神的に豊かな社会の創造」の
実現に向け、更なる経営の安定化を進めるべく、以下の７項目について重点的に取り組んでまい
ります。
（注）ＳＰＣとは、経営における売上や利益と、従業員満足度、顧客満足度の因果関係を示したフレームワ

ークのことであり、従業員満足度向上→顧客満足度向上→業績向上→従業員満足度向上→・・・・・
の好循環サイクルを指します。
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①　モニターの囲い込みと拡充
　当社グループは、日本全国に53万人のモニターを保有し、幅広いエリアや属性をカバーして
おりますが、一方で顧客ニーズも徐々に多様化しており、それらを満たす将来的なモニターの
量の十分性には課題があると考えております。例えば、モニターの少ないエリアに出店してい
るナショナルチェーン等の調査や、モニター自身が会員として数カ月間に亘るサービスを体験
したうえでレポートを記入するといった調査など、以前にはない難度の調査が求められるケー
スもございます。
　そのため、今後は効果的な広告宣伝等の実施により当社グループの認知度・信用力向上を図
り、登録モニター数の拡充に注力することで、今後もより多様化の進むであろう顧客ニーズを
満たすモニター基盤の形成に努めてまいります。

②　レポートの品質向上
　当社グループでは、標準的に１レポート当たり７問程度のフリーアンサー設問を設けており、
１問当たり200～300字程度のコメントが記載されるため、全体で1,400～2,100字程度の「お
客様の生の声」が届けられますが、自店のサービス向上を念頭に、顧客企業の店舗スタッフが
自発的な改善アクションを検討・実行するには、何より正しい評価とその評価理由が明確に伝
わるレポートが求められています。今後もより一層有効にレポートを活用いただく上で、レポ
ート品質の向上並びにその担保が引き続いての課題と認識しております。
　そのため、今後も、レポート評価結果に関するモニターへのフィードバック内容の充実、モ
ニター向けレポート作成方法やレポートチェッカー向けレポートメンテナンス方法のeラーニ
ングコンテンツ化など、レポート品質の向上並びにその担保に資する仕組みの充実に努めてま
いります。

③　既存業種の深耕と新規業種への参入
　当社グループの顧客は、外食、小売、自動車、美容、レジャーなどを中心として多岐に亘っ
ておりますが、更なる成長に向けては、これらに加え、金融、宿泊、行政(公共機関)等におい
ても一層の取引深耕を図っていくことが課題と考えております。また、非店舗ビジネスである
宅配、通販といった業種にもサービス向上を目的とした調査ニーズは存在していると思われま
すので、こうした業種への参入も課題であると認識しております。
　そのため、今後は総合的なマーケティングへの投資をこれまで以上に積極化することで、Ｍ
ＳＲ、チームアンケート双方について、様々な業種からの受注拡大、さらにはクロスセルの拡
大に努めてまいります。
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④　成長に伴う人材の確保・教育
当社グループは、今後もミステリーショッピングリサーチ事業を成長のエンジンとして拡大し
ていくことを志向しており、その支えとなっているものが、主にＳＰＣ経営の実現に向け、Ｍ
ＳＲ及びチームアンケートをその仕組みの中心に据えた経営システムのインフラ構築と定着化
に関するコンサルティング・研修（以下、コンサル）であると捉えております。しかしながら、
経営システムのインフラ構築と定着化をトータルコーディネートできる人材の育成には相応の
時間がかかるため、ＭＳＲ及びチームアンケートの商品力強化と成長に合わせたコンサルニー
ズの増加に対応できる人材を確保・育成することが課題と認識しております。また、場合によ
っては、ＭＳＲの成長に合わせてレポート生産管理を行う人材、サービス提供の礎である自社
開発システムを支える人材並びに調査データの高度な統計解析を担う人材の確保・育成も課題
となるであろうことが想定されます。
　そのため、今後は以上のような人材の確保・育成が成長のボトルネックとならないよう、顧
客ニーズの動向を注視しながら、それに見合った人材確保と適正配置、並びに早期の成長を期
待できるＯＪＴ機会の充実に努めてまいります。

⑤　サービスの付加価値向上
　顧客ニーズの多様化を背景として、覆面調査市場で展開される各社サービスの価格・機能別
の棲み分けが進んでいるため、競合他社の動向を注視しながら、当社の提供する各種サービス
の差別化を図っていくことが課題と認識しております。
　そのため、今後はＭＳＲ結果、チームアンケート結果のみならず、業種別、顧客企業別、店
舗別、個人別に取得するデータ領域を拡大し、既に提供している各種ソフトウェアの連携・強
化ならびに新たな機能を追加することで、中期経営計画（2020年２月期‐2024年２月期）に
掲げる「ＳＰＣ経営ダッシュボード」の開発に繋げてまいります。また、コンサルにおいては、
ＭＳＲによって得た「お客様の生の声」、チームアンケートによって得た「店舗スタッフの働
きがいの状況」をもとに顧客店舗での改善活動を行い、従業員満足度や顧客満足度の向上、ひ
いてはリピート客の増加等による業績向上に繋げるノウハウ「ＨＥＲＢプログラム」の開発や
ブラッシュアップを継続して行う一方、公募型オープン研修の「店長塾」や顧客企業との共創
による活用セミナーなどによりノウハウ受講者の拡大を図ってまいります。
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⑥　海外事業における顧客基盤の拡大と収益のストック化
　ここ数年、アジアを中心に海外展開を図る顧客企業からＭＳＲを現地にて実施したいとのニ
ーズが増え、日系企業の進出が著しいタイと台湾にて、各国に進出している日系企業や現地企
業からのオーダーに基づき、ＭＳＲやＨＥＲＢプログラムのサービス提供を開始しております
が、両国での事業展開においては、継続的にＭＳＲを実施できる顧客基盤の拡大と収益のスト
ック化を図っていくことが当面の課題と認識しております。
　そのため、直近では、発掘ルートの多様化による新規案件の増注や人的資源の投下などに取
り組み、可能な限り早期の通期黒字化を目指しておりましたが、新型コロナウィルス感染症の
抑え込みに成功している台湾では、2021年２月期において、設立以来初の通期黒字を達成す
ることができました。一方、2020年12月期のタイでは、国内同様、新型コロナウィルス感染
症の感染拡大によるＭＳＲやコンサルの延期又は中止が発生したことで、通期業績に甚大な影
響が及びました。今後も、タイ国の新型コロナウィルス感染症対策とそれに伴う事業環境の変
化を注視しつつ、状況に応じて海外事業全体の経営資源配分を見直すなどの手立てを講じてま
いります。

⑦　新型コロナウィルス感染拡大による影響の長期化に向けた対応
　新型コロナウィルス感染症の感染拡大による影響の長期化に伴い、当社グループにおいては、
従業員の安全確保を第一に掲げるとともに、テレワーク（在宅勤務）や時差出勤などを活用し、
事業に極力支障が生じない運営体制を構築してまいりました。また、月毎の繁閑差が広がるレ
ポート生産においては、柔軟に生産体制を見直し、雇用調整助成金を有効に活用することで、
収益の最大化を図ってまいりました。
　そのため、今後も引き続き、新型コロナウィルス感染症の感染拡大による影響の長期化がも
たらす事業環境の変化を当面の課題と認識しつつ、適宜適切に必要な対応策を講じてまいりま
す。
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２．会社の現況
(1) 株式の状況（2021年２月28日現在）

①　発行可能株式総数 18,040,000株

②　発行済株式の総数 4,465,000株
(注)ストックオプションの行使により、発行済株式の総数は50,000株増加しております。

③　株主数 2,975名

④　大株主
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社
（ 信 託 口 ） 503,200株 11.40％
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行
（ 信 託 口 ） 501,200 11.35

光 通 信 株 式 会 社 398,900 9.04

株 式 会 社 Ｕ Ｈ Ｐ ａ ｒ ｔ ｎ ｅ ｒ ｓ ２ 162,300 3.68

吉 田 　 知 広 154,900 3.51

並 木 　 昭 憲 132,000 2.99

池 谷 　 誠 一 110,000 2.49

日 野 　 輝 久 80,000 1.81

株 式 会 社 ぐ る な び 78,100 1.77

辻 　 秀 敏 67,300 1.52

渋 谷 　 行 秀 67,300 1.52

（注）　持株比率は自己株式（50,000株）を控除しております。

－ 17 －



(2) 会社役員の状況
①　取締役の状況（2021年２月28日現在）
会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

取 締 役 社 長 （ 代 表 取 締 役 ） 並 木 昭 憲 －

専 務 取 締 役 辻 　 秀 敏 リレーション事業本部長
MS&Consulting(Thailand)Co.,Ltd.　取締役

常 務 取 締 役 渋 谷 行 秀
TRI本部長
MS&Consulting(Thailand)Co.,Ltd.　取締役
台灣密思服務顧問有限公司　取締役

取 締 役 日 野 輝 久 経営管理本部長
取締役（監査等委員・常勤） 土 田 賢 志 －

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 上 村 俊 之
クリフィックス税理士法人　社員
公認会計士・税理士
株式会社ゼロ　取締役

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 林 　 康 司 林総合法律事務所　代表弁護士
株式会社アサックス　取締役（監査等委員）

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 茂 木 一 雄 株式会社工業経営センター　代表取締役
（注）１．取締役（監査等委員）上村俊之氏、林康司氏及び茂木一雄氏は会社法第２条第15号に定める社外取締

役であります。
２．取締役（監査等委員）上村俊之氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関す

る相当程度の知見を有するものであります。
３．情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督

機能を強化するために土田賢志氏を常勤の監査等委員として選定しております。
４．当社は取締役（監査等委員）上村俊之氏、林康司氏及び茂木一雄氏を東京証券取引所の定めに基づく

独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

②　責任限定契約の内容の概要
　当社は、定款に取締役（業務執行取締役等を除く。）の責任限定契約に関する規定を設けて
おります。当該定款に基づき当社が取締役土田賢志氏、上村俊之氏、林康司氏、茂木一雄氏と
締結した責任限定契約の内容の概要は次のとおりです。
　取締役（業務執行取締役等を除く。）は、本契約締結後、会社法第423条第１項の責任につ
いて、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定
める最低責任限度額を上限として損害賠償を負担するものとし、その損害賠償責任額を超える
部分については、当社は、当該取締役を当然に免責するものとする。
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③　役員等賠償責任保険契約の内容の概要
　当社は、保険会社との間で、当社及び「１．企業集団の現況　(2) 重要な親会社及び子会社
の状況　②　重要な子会社の状況」（13ページ）に記載の当社の子会社の取締役（当事業年度
中に在任していたものを含む。）を被保険者とする、会社法第430条の３第１項に規定する役
員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。
　当該保険契約の内容は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の
追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が
填補するものであり、１年毎に更新しております。次回更新時には同内容で更新を予定してお
ります。

④　取締役の報酬等の額
イ．当事業年度に係る報酬等の総額

区 分 員　数　　(名) 報酬等の額(千円)
取 締 役

 

（内 、 社 外 取 締
 

役）
5

（1）
77,216
（750）

監 査 等 委 員
 

（内 、 社 外 取 締
 

役）
4

（3）
14,491

（8,250）
計 8 91,707

（注）１．取締役の報酬限度額
ａ．年額300百万円以内（2016年６月23日付定時株主総会決議）

　使用人分給与は含みません。
ｂ．年額100百万円以内（2020年５月22日付定時株主総会決議）

　上記ａ．とは別枠で、譲渡制限付株式報酬として決議いただいております。
２．監査等委員の報酬限度額

　年額100百万円以内（2016年６月23日付定時株主総会決議）
３．社外取締役に係る事項

　2020年５月22日付定時株主総会において、それまで取締役であった茂木一雄氏を監査等委員であ
る取締役として選任頂いております。同氏の報酬は、2020年５月までは取締役として、2020年６月
以降は監査等委員として集計しております。このため、上記各員数の合計と、合計欄の員数との間に
相違がございます。

４．当事業年度に係る取締役（監査等委員を除く。）の報酬の減額
　新型コロナウィルス感染症の影響による業績の低迷を受け、2021年２月から2021年５月までの４
カ月間、報酬月額の30％を減額しております。
　なお、常勤監査等委員から同対象期間における報酬月額の15％の自主返上の申し出がありました。
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ロ．取締役（監査等委員を除く。）の個人別の報酬等の決定方針
　2021年２月24日開催の取締役会において、以下のとおり決議いたしました。
ａ．基本報酬に関する方針

　役位や会社に対する貢献度等を勘案し、取締役会の決議により決定する。
ｂ．業績連動報酬に関する方針

　業績連動報酬を付与する場合、都度取締役会決議により業績指標の内容・額又は算
定方法を決定する。

ｃ．非金銭報酬等に関する方針
　非金銭報酬を付与する場合、都度取締役会決議により業績指標の内容・額又は算定
方法を決定する。

ｄ．報酬等の割合に関する方針
　現在は確定額報酬のみを支給している。
　今後、業績連動報酬又は非金銭報酬等を支給する場合、都度取締役会決議により構
成比率を決定する。

ｅ．報酬等の付与時期や条件に関する方針
　基本報酬は、在任中に定期的に支払う。
　業績連動報酬は、ｂ．において決定した業績指標の確定後速やかに支払う。
　非金銭報酬等は、その内容を決定する際に時期についても合わせて決定する。

⑤　社外役員に関する事項
イ．当事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

監査等委員 上 村 俊 之
当事業年度開催の取締役会17回のうち17回、監査等委員会12回のう
ち12回に出席し、必要に応じ、主に公認会計士・税理士としての専門
的見地からの発言を行っております。

監査等委員 林 　 康 司
当事業年度開催の取締役会17回のうち17回、監査等委員会12回のう
ち12回に出席し、必要に応じ、主に弁護士としての専門的見地からの
発言を行っております。

監査等委員 茂 木 一 雄
当事業年度開催の取締役会17回のうち17回、就任後開催の監査等委
員会10回のうち10回に出席し、必要に応じ、主に企業経営者として
の専門的見地からの発言を行っております。
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ロ．重要な兼職先である法人等と当社との関係
　監査等委員上村俊之氏は、クリフィックス税理士法人の社員並びに株式会社ゼロの取締
役であります。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。
　監査等委員林康司氏は、林総合法律事務所の代表弁護士並びに株式会社アサックスの取
締役（監査等委員）であります。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。
　監査等委員茂木一雄氏は、株式会社工業経営センターの代表取締役であります。当社と
兼職先との間には特別の関係はありません。

(3) 剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社の利益配分につきましては、株主の皆様に対する安定的かつ継続的な利益還元を経営の最
重要課題のひとつと位置付けた上で、将来の事業の発展と経営基盤の強化のための内部留保の充
実と経営成績等を勘案し、IFRS(連結)の配当性向20％、日本基準(単体)の配当性向30％を目安
として、配当を実施することを基本方針としております。
　また、2021年２月期以降、中間配当及び期末配当の年２回の配当を実施する方針としており
ます。
　なお、本中期経営計画期間中は、上記配当の基本方針を据え置く一方、累計総還元性向100％
(日本基準・単体)を目指し、配当と合わせて自己株式の取得を進めることを、株主還元の基本方
針としております。
　内部留保資金につきましては、存続・成長を目的とした中長期的な事業原資として利用してい
く予定であります。
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連 結 財 政 状 態 計 算 書
（2021年２月28日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 　 　 産 ）

流 動 資 産

現 金 及 び 現 金 同 等 物

営業債権及びその他の債権

棚 卸 資 産

そ の 他 の 流 動 資 産

非 流 動 資 産

有 形 固 定 資 産

使 用 権 資 産

の れ ん

そ の 他 の 無 形 資 産

そ の 他 の 金 融 資 産

繰 延 税 金 資 産

1,308,027

873,643

382,563

307

51,514

2,543,869

21,510

59,500

2,223,891

114,865

43,351

80,750

（ 負 　 　 債 ）
流 動 負 債 831,849

借 入 金 166,656

リ ー ス 負 債 28,698

営業債務及びその他の債務 568,953

未 払 法 人 所 得 税 等 17,965

引 当 金 1,770

そ の 他 の 流 動 負 債 47,807

非 流 動 負 債 295,518

借 入 金 250,016

リ ー ス 負 債 28,392

引 当 金 17,110

負 債 合 計 1,127,367

（ 資 　 　 本 ）
親会社の所有者に帰属する
持 分 2,751,033

資 本 金 621,038

資 本 剰 余 金 1,554,687

自 己 株 式 △30,544

その他の資本の構成要素 △15,241

利 益 剰 余 金 621,094

非 支 配 持 分 △26,504

資 本 合 計 2,724,529
資 産 合 計 3,851,896 負 債 及 び 資 本 合 計 3,851,896
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連 結 包 括 利 益 計 算 書

( 2020年３月１日から
2021年２月28日まで)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 収 益 1,308,410
売 上 原 価 △1,085,484
売 上 総 利 益 222,926
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 △649,449
そ の 他 の 収 益 128,662
そ の 他 の 費 用 △7,133
営 業 損 失 △304,995
金 融 収 益 15
金 融 費 用 △2,663
税 引 前 損 失 △307,643
法 人 所 得 税 費 用 59,200
当 期 損 失 △248,443

そ の 他 の 包 括 利 益
 純損益に振り替えられることのない項目

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する
金 融 資 産 △2,978
純 損 益 に 振 り 替 え ら れ る こ と の な い 項 目 合 計 △2,978

 純損益に振り替えられる可能性のある項目
在 外 営 業 活 動 体 の 換 算 差 額 664
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 664

 税 引 後 そ の 他 の 包 括 利 益 △2,313
当 期 包 括 利 益 △250,756

当 期 利 益 の 帰 属
親 会 社 の 所 有 者 △244,554
非 支 配 持 分 △3,889
当 期 損 失 △248,443

当 期 包 括 利 益 の 帰 属
親 会 社 の 所 有 者 △246,431
非 支 配 持 分 △4,325
当 期 包 括 利 益 △250,756
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貸　借　対　照　表
（2021年２月28日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 ）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
売 掛 金
仕 掛 品
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物 附 属 設 備
工 具 、 器 具 及 び 備 品

無 形 固 定 資 産
の れ ん
商 標 権
特 許 権
ソ フ ト ウ エ ア
ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 出 資 金
関 係 会 社 長 期 貸 付 金
破 産 更 生 債 権 等
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

1,297,727
862,750
388,316

307
54,902

△8,548
1,642,430

21,382
2,496

18,886
1,516,380
1,401,515

1,443
744

68,305
44,373

104,668
10,708
2,288

45,104
367

79,450
17,194

△50,443

（ 負 債 ）
流 動 負 債 789,113

１ 年 内 返 済 予 定 の
長 期 借 入 金 166,656

未 払 金 318,933

未 払 法 人 税 等 17,639

前 受 金 184,975

そ の 他 100,910

固 定 負 債 250,016
長 期 借 入 金 250,016

負 債 合 計 1,039,129

（ 純 資 産 ）
株 主 資 本 1,897,158

資 本 金 621,038
資 本 剰 余 金 1,427,992

資 本 準 備 金 1,224,472

そ の 他 資 本 剰 余 金 203,520

利 益 剰 余 金 △121,327
そ の 他 利 益 剰 余 金 △121,327

繰 越 利 益 剰 余 金 △121,327

自 己 株 式 △30,544
新 株 予 約 権 3,870

純 資 産 合 計 1,901,028
資 産 合 計 2,940,157 負 債 及 び 純 資 産 合 計 2,940,157
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損　益　計　算　書

( 2020年３月１日から
2021年２月28日まで)

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 1,270,823
売 上 原 価 1,058,795
売 上 総 利 益 212,028
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 777,026
営 業 損 失 △564,998
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 880
債 務 免 除 益 7,129
助 成 金 収 入 118,746
そ の 他 1,207 127,962

営 業 外 費 用
支 払 利 息 1,484
支 払 手 数 料 311
金 融 手 数 料 969
消 費 税 等 調 整 額 7,133 9,897

経 常 損 失 △446,933
特 別 損 失

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 9,758 9,758
税 引 前 当 期 純 損 失 △456,692
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,491
法 人 税 等 調 整 額 △42,524 △40,033
当 期 純 損 失 △416,659
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計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2021年４月19日
株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

取締役会　御中

太陽有限責任監査法人
　東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 本　間　洋　一 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 古　市　岳　久 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇの2020年３月１

日から2021年２月28日までの第９期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書
及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計
算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注
意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会
計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査等委員会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、2020年３月１日から2021年２月28日までの第９期事業年度における取
締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたし
ます。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会
決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役
及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を
求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
①　監査等委員会が定めた監査等委員会監査等の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に

従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその
職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧
し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社につ
いては、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業
の報告を受けました。

②　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証す
るとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を
求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体
制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17
年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明
を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計
算書類（連結財政状態計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書及び連結注記表）に
ついて検討いたしました。
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２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している
ものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は
認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該
内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘
すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2021年４月21日
株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ　監査等委員会

監 査 等 委 員 土 田 賢 志 ㊞
監 査 等 委 員 上 村 俊 之 ㊞
監 査 等 委 員 林 　 康 司 ㊞
監 査 等 委 員 茂 木 一 雄 ㊞

（注）監査等委員上村俊之、林康司及び茂木一雄は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する
社外取締役であります。

以　上
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